
金
滞
古
蹴
志
巻
叶
一

給
ふ
と
。
又
奮
記
に
、
共
の
先
き
公
の
馬
見
所
あ
り
て
、
足
腕
番
所

は
佐
賀
閥
助
と
金
子
次
郎
兵
衛
支
配
す
と
あ
り
。
然
る
に
元
職
三
年

三
月
十
七
日
の
大
火
花
、
閥
助
馬
場
の
馬
見
所
井
番
所
焼
失
す
と
あ

り
。
と
い
へ
り
。
今
按
や
る
に
、
元
線
三
年
火
災
記
に
、
洩
野
川
御

厩
御
亭
井
番
所
焼
亡
と
あ
る
御
亭
は
馬
見
所
に
て
、
御
亭
と
も
呼
ぴ

た
り
け
ん
。

。
漫
野
川
厩
跡

延
寅
の
金
津
国
民
、
馬
場
入
口
北
側
の
角
に
御
馬
屋
と
記
載
し
、
前

口
十
三
間
五
尺
六
寸
、
南
側
三
十
間
四
尺
、
北
側
廿
八
間
三
尺
、
尻

地
越
野
川
河
線
十
六
聞
こ
尺
と
あ
り
て
、
共
の
北
隣
は
渡
漣
源
兵
衛

邸
地
た
り
。
元
総
六
年
の
士
幌
に
も
‘
渡
漣
源
兵
衛
馬
場
御
馬
屋
の

隣
。
と
あ
り
。
ま
た
佐
藤
六
兵
衛
闘
助
馬
場
御
馬
屋
角
、
笠
間
普
七
郎

馬
場
御
馬
屋
廷
漣
危

E
L
も
見
b
、
改
作
秘
書
に
、
毎
年
E
月
飾
松

員
数
回
本
、
浅
野
川
御
厩
。
と
記
載
す
。
改
作
所
奮
紀
に
載
せ
た
る

寛
文
八
年
三
月
十
村
役
共
へ
の
遺
書
K
.
今
度
帳
面
に
記
し
上
る
二

歳
駒
、
賞
八
日
開
助
馬
場
御
馬
屋
迄
牽
出
候
様
、
御
馬
染
問
中
十
太

夫
・
片
山
牟
兵
衛
申
談
候
僚
、
右
目
限
無
a
相
逮
-
蜜
・
傘
候
様
可
=
申
渡
吋

と
あ
り
。
元
縁
三
年
火
災
記
花
、
浅
野
川
御
殿
・
同
所
御
亭
持
番
所
悉

や

今
此
の
姓
た
し
。
中
古
北
川
叉
右
衛
門
勤
る
頃
よ
り
二
人
宛
と
定

る
。
と
云
へ
り
。
藩
園
官
職
通
考
に
云
ふ
。
御
馬
事
行
共
初
一
切
鮮

か
た
ら
宇
。
小
説
起
本
に
は
‘
三
岡
崎
孫
市
・
演
野
藤
左
衛
門
、
此
雨

入
徴
妙
公
小
松
に
在
披
の
時
馬
奉
行
を
勤
む
と
見
b
.
前
鍛
に
は
右

雨
入
と
三
百
石
津
悶
奥
三
郎
と
三
人
、
高
治
の
以
前
勤
之
と
云
ふ
。

是
等
共
起
本
た
る
ぺ
し
。
共
後
金
子
奥
左
衛
門
・
渡
謹
滑
左
衛
門
・
篠

井
描
左
衛
門
・
篠
原
大
事
・
西
尾
三
郎
左
衛
門
・
紳
尾
伊
兵
衛
‘

A
A
等

の
人
々
高
治
年
間
よ
り
寛
文
年
中
ま
で
勤
v
之
。
都

τ
一
人
役
な
り
。

延
費
年
中
に
北
川
又
右
衛
門
・
湯
原
伊
織
勤
む
る
頃
よ
り
商
人
役
と

た
る
也
。
と
い
へ
り
。
平
次
按
守
る
に
、
右
三
州
志
井
藩
園
官
職
遇
考

の
考
続
‘
並
に
擦
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
欺
0
.

三
岡
崎
孫
市
は
寛
永
十

九
年
の
小
松
士
帳
K
.
=
一
百
石
三
段
崎
孫
市
。
と
あ
り
て
、
組
は
記

載
せ
・
予
。
潟
野
藤
左
衛
門
は
馬
廻
組
に
て
小
松
町
奉
行
と
あ
り
。
叉

寛
文
十
一
年
の
士
艇
に
如
左
記
載
す
。

小
勝
組

馬
廻
組

一
、
三
百
石

一
、
二
百
八
拾
石

一
、
二
百
五
拾
石

北
川
又
右
衛
門

四
十
九

馬
奉
行

馬
奉
行

馬
奉
行

宮笠

北門間
孫弥
兵v源

街六

六
十

同

六
十
四

以
上
三
人
也
。
右
士
幌
に
て
見
れ
ば
、
寛
文
十
一
年
の
頃
は
三
人
に

金
滞
古
蹟
志
品
骨
骨
一

四

焼
失
。
と
見
ね
た
れ
ば
、
元
織
の
初
ま
で
存
在
せ
し
事
い
ち
じ
る
し
。

=
一
州
一
志
楽
園
概
覧
附
録
に
、
背
閥
助
馬
場
越
に
洩
野
川
御
戚
あ
り
。
元

総
=
一
年
の
大
火
に
延
焼
す
。
或
は
貸
永
七
年
院
作
る
。
此
の
時
裁
許
坂

井
権
兵
衛
・
二
口
普
兵
衛
と
あ
り
。
此
の
焼
後
再
治
な
く
、
堂
形
既
に

て
是
よ
り
取
捌
く
忌
也
。
と
い
へ
り
。
叉
藩
悶
官
職
遇
考
笠
宮
ふ
。
仰

言
に
往
古
よ
り
浅
野
川
馬
場
に
御
陵
有
ν
之
。
審
侯
御
留
守
年
に
は
、

此
厩
へ
御
馬
奉
行
出
席
し
、
御
用
俄
を
取
捌
き
来
る
底
、
元
秘
三
年
に

右
厩
井
に
役
所
等
悉
く
焼
失
し
、
古
来
の
欝
記
ど
も
此
時
悉
皆
友
盤

と
成
る
。
故
に
厩
方
等
の
事
一
切
不
v
停
。
と
い
へ
り
。
今
按
守
る
に
、

演
野
川
馬
場
の
厩
井
に
馬
奉
行
役
所
等
焼
失
の
事
は
‘
葛
巻
昌
典
自

記
に
‘
一
万
緑
三
年
三
月
十
七
日
巳
後
刻
、
堀
内
示
叔
よ
り
出
火
、
演
野
川

閥
助
漣
等
焼
失
、
同
厩
井
馬
見
所
等
延
焼
。
と
見
b
、
同
火
災
記
井

陀
一
安
異
記
に
も
、
浅
野
川
御
馬
屋
井
馬
見
所
番
所
等
焼
失
ー
と
あ
り
。

叉
此
の
後
貸
永
七
年
三
月
十
三
日
夜
子
刻
、
卯
辰
来
教
寺
よ
り
出

火
、
森
本
町
・
閥
助
馬
場
建
不
v
残
焼
失
。
と
あ
り
。

O
馬
奉
行
事
略

三
州
志
来
図
概
覧
附
録
に
云
ふ
。
御
馬
奉
行
は
、
微
妙
公
の
時
小
松

に
於
て
三
岡
崎
孫
市
勤
る
。
是
起
本
と
云
ふ
。
三
岡
崎
何
組
た
る
や
、

a与

J. 

て
勤
め
た
る
事
著
明
也
。
然
る
を
高
治
年
間
よ
り
寛
文
年
中
迄
‘
都

て
一
人
役
の
慮
、
延
寅
年
中
に
北
川
又
右
衛
門
等
動
む
る
頃
よ
り
雨

入
役
と
成
る
た
ど
い
へ
る
は
、
皆
誤
也
。

。
浅
野
川
馬
市
場

奮
藩
園
初
以
来
‘
浅
野
川
の
馬
市
と
て
.
加
賀
・
能
登
・
越
中
の
郡
方
・

に
産
す
る
駒
を
ぽ
、
閥
助
馬
場
へ
牽
出
し
.
此
の
馬
場
に

τ馬
市
を

立
て
た
り
。
此
の
馬
市
の
起
源
は
鮮
か
た
ら
告
ー
と
い
へ
り
。
按
宇
る

《、a1》

民
、
慶
長
十
八
年
六
日
利
光
卿
在
判
定
書
に
‘
馬
資
質
之
儀
、
相
極

候
上
に
て
三
日
過
候
は
ピ
、
如
何
様
之
く
せ
馬
た
り
と
い
へ
ど
も
、
馬

主
へ
返
遺
候
儀
停
止
之
事
。
と
云
ふ
一
僚
を
戟
せ
ら
れ
た
り
。
此
の
定

書
に

τ見
れ
ば
、
馬
市
は
既
に
夫
よ
り
以
前
建
て
し
め
ら
れ
し
と
聞

ゆ
。
高
治
元
年
十
二
月
の
定
容
に
、
馬
市
如
a
跡

hr可
E

申
付
-
事
と
あ

り
て
、
此
の
定
書
に
如
=
跡

3
と
あ
る
に
て
も
、
共
の
以
前
よ
り
早
〈

建
て
ら
れ
た
る
事
知
ら
れ
け
り
。
扱
共
の

E
細
怠
る
事
は
、
郡
方
留

記
に
載
せ
た
る
高
治
三
年
七
月
廿
五
日
佐
藤
奥
三
右
衛
門
・
石
野
牛

左
衛
門
雨
入
よ
り
の
建
替
に
、
如
a
例
年
-
来
朔
日
よ
り
馬
市
歩
仰
付
-

間
.
如
=
去
年
-
三
歳
よ
り
六
歳
ま
で
、
十
村
一
手
合
切
に
、
朔
日
よ
り

洩
野
川
馬
市
場
ま
で
可
且
引
出
-
回
目
被
昌
仰
渡
吋
と
見
b
、
添
書
広
、
右
之

五




